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獣医療をめぐる情勢と獣医療提供体制の整備基本方針 
 
１ 近年の獣医療を取り巻く情勢の変化について 

本県における獣医療については、これまでも国と連携しながら、飼育動物の診
療や保健衛生指導等を通じて、畜産業の発展、動物の保健衛生の向上及び公衆衛
生の向上に貢献してきた。 
一方、近年の獣医療を取り巻く状況は著しく変化してきており、高病原性鳥イ

ンフルエンザ（HPAI）、豚熱（CSF）及び口蹄疫の国内発生や、国際的な懸念とな
っている薬剤耐性菌の増加は、本県における畜産物の安定供給や食品の安全性の
確保に対する考えを改めて見つめ直す契機となっている。 
また、国境を越えた新興・再興感染症の侵入や発生リスクの増大に対して、

人、飼育動物及び野生動物並びにこれらを包含する生態系の健康を一体的に維持
するという「One Health」の考え方に基づいた学術研究や感染症予防・管理対
策、家畜衛生・公衆衛生のニーズに対応した様々な取組が、国際機関を含む国際
社会において協調して進められている。 
さらに本県においては、食肉センターの再整備を進めており、令和４年度には

輸出対応型の高性能な牛処理施設が稼働を控えていることから、食肉衛生検査所
の獣医師には輸出対応業務が追加されることとなる。 
このように、これらの取組を支える獣医師に対する社会的ニーズは高まってお

り、またその果たすべき責任も増大している。 
 
（１）食料の生産現場における獣医師の役割 

国内ではHPAI、CSF 及び口蹄疫の発生により畜産農家の経営が脅かされている
とともに、薬剤耐性菌対策等による安全で良質な畜産物の安定供給に対して、消
費者の大きな関心が注がれている。 
獣医師は、日頃の飼養衛生管理の指導や家畜伝染病の発生時における「家畜伝

染病予防法（昭和26 年法律第166 号）」に基づく的確な診断と防疫対応を担うほ
か、「家畜改良増殖法（昭和25 年法律第209 号）」、「医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35 年法律第145 号）」等、そ
の他の畜産関係法令の規定に基づく指導等を行う立場として重要な役割を担って
いる。 
このような状況の下、県では、国の「食料・農業・農村基本計画」や、県で策

定した「佐賀県総合計画2019」、「佐賀県酪農・肉用牛生産近代化計画」及び
「佐賀県「食」と「農」の振興計画2019」を踏まえて畜産振興に取り組む中で、
獣医師は、適切な獣医療の提供を通じて、家畜の伝染性疾病の発生予防や発生時
の的確な防疫措置、家畜改良、飼養管理の改善等による畜産の生産基盤の強化を
サポートし、さらに、産業動物獣医師等の養成・確保や診療技術の高位平準化を
図ることにより、県民はもとより国内外の消費者への安全な畜産物の安定供給に
寄与することが求められている。 
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さらに、飼養規模の拡大が進展する中で、これまでの養豚や養鶏経営に加え、
酪農・肉用牛経営においても群管理の飼養形態が普及しており、獣医師に対して
は、従来の個体診療に加え、農場単位での集団管理衛生技術等の提供、また、病
原微生物や有害化学物質による畜産物のリスク低減を図るため、HACCP等の考え方
を農場段階で活用した飼養衛生管理の実践が必要となっていることから、幅広い
獣医療の提供が要請されるようになっている。 
加えて、食を巡る社会情勢や県民の意識の高まりを踏まえて、食の安全と消費

者の信頼確保に向けたより一層の取組を推進するため、適切な獣医療の提供は不
可欠なものとなっている。 
 

（２）喫緊の課題としての産業動物臨床獣医師等の養成・確保 
本県畜産業が農業の基幹的部門へと成長を遂げている一方で、産業動物分野や

公務員分野における獣医療の提供については、当該獣医師の高齢化に加え、産業
動物分野への就業を希望する獣医系大学の学生が少なく、新規獣医師の参入が減
少していること等から、県内の産業動物獣医師等だけでは対応が困難となりつつ
ある。 
このような状況にあっても、産業動物臨床獣医師等が求められる役割を果たし

ていくためには、将来的に獣医療が必要となる地域に確実に獣医療を提供してい
くことができるよう、産業動物臨床獣医師等の養成・確保を一層強化していく必
要がある。 
 

（３）高度な獣医療の提供に対する社会的ニーズの高まり 
犬、猫等の家庭で飼育する小動物については、県民の動物愛護に対する更なる

意識の向上等に伴い、県民生活におけるその位置付けは益々向上している。 
近年では小動物と飼育者との精神的な結びつきが注目され、小動物の飼育が子

供や高齢者の健康等に効果があるとの知見もあり、小動物臨床獣医師は、これら
小動物の保健衛生等への対応を通じて、広く社会に貢献している。 
一方、飼育者の求める獣医療の内容が複雑化・多様化している中で、動物福祉

や人獣共通感染症対策の観点から、その適切な飼育と飼育責任についても飼育者
自身の意識を高める必要がある。 
このような飼育者や社会的ニーズに応じるため、小動物分野においては、良質

かつ適切な獣医療技術の提供と共に、動物に対する総合的な保健衛生指導及び適
切な飼育の推進に関する普及・啓発や高度な医療機器等を使用した最新の診断・
治療・予防技術の獣医療現場への導入が求められている。 
そのような背景も踏まえ、令和元年６月に動物看護職の技能・知識を高位平準

化するため、「愛玩動物看護師法（令和元年法律第50号）」が制定され、愛玩動
物看護師が国家資格化されたところである。 
高度な獣医療の提供については、畜産業の現場からも、経営の安定や生産性の

向上を図る観点から、最新の診断技術や治療方法の積極的な導入について要請が
高まっている。 
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２ 獣医療提供体制の整備基本方針 
本県における獣医療の提供に当たっては、将来にわたって獣医師に求められる畜

産業の健全な発展、動物の保健衛生及び食品の安全性の向上への寄与といった社会
的ニーズや責務に応えることができる体制に強化する。 
 

（１）産業動物分野及び公務員分野における獣医療の提供体制の強化 
産業動物分野や公務員分野における獣医師としての役割を果たしていけるよ

う、必要な獣医師の確保・育成を図るとともに、高度な診療施設の整備、相互の
連携した取組を推進する。 
 

（２）小動物分野における獣医療の提供体制の強化 
愛玩動物看護師法が適切に運用されるよう、チーム獣医療の提供体制などの環

境整備を推進する。 
 

（３）獣医療に関する技術の向上 
獣医師に対する高度かつ多様な診療技術の提供を求める社会的ニーズに応えら

れるよう、臨床研修や国が主催する畜産研修、地方競馬場を有するという本県の
実情に応じた研修、さらには生涯研修などを推進する。 
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第１ 整備を行う診療施設の内容その他の診療施設の整備に関する目標 
１ 診療施設及び主要な診療機器等の整備の現状 

本県における獣医療を提供する体制を整備するための地域区分は、現在の家畜保
健衛生所の所管区分（中部、北部及び西部）とする。 
 
地域 市町名 

中部地域 
佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、 
基山町、上峰町、みやき町 

北部地域 唐津市、玄海町 

西部地域 
伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、 
江北町、白石町、太良町 

 
（１）診療施設 
各地域における産業動物診療施設の開設状況は、次のとおりである。 

（単位：カ所） 

地域 合計 
県 

(家保等) 
市町 

農業 
協同 
組合 

農業 
共済 
組合 

法人 
その他 
団体 

個人 
開業 
施設 

備考 

中部地域 １４ １ ０ １ ０ ４ ８  

北部地域 ９ １ ０ １ ２ １ ４  

西部地域 １２ ２ ０ ０ １ ３ ７  

計 ３５ ４ ０ ２ ３ ８ １９  

資料： 獣医療法第３条に基づく届出（令和３年２月現在） 
注) 診療施設には獣医療法第７条に規定する「往診診療者等」を含めるものとする。 
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 （２）主要な診療機器等 
（単位：式、台） 

地域 
 開設主体の種類 

（令和 3 年 1 月現在） 

主要な診療機器等の整備状況 

備考 
検査室 手術室 解剖室 

血液生

化学分

析装置 

超音波

診断装

置 

エック

ス線装

置 

中部

地域 

佐賀県（家保等） 1 0 1 2 0 0   

その他法人(産業動物） 1 0 0 0 0 0   

その他法人（小動物） 9 8 1 8 8 8   

個人開業施設（産業動物） 1 0 0 1 1 1   

個人開業施設（小動物） 6 8 0 12 10 10   

北部

地域 

佐賀県（家保等） 1 0 1 1 0 0   

農業共済組合 1 0 0 2 5 1   

農業協同組合 1 0 0 0 0 0   

その他法人（小動物） 2 2 0 2 2 2   

個人開業施設（産業動物） 0 0 0 1 1 0   

個人開業施設（小動物） 3 3 0 3 3 3   

西部

地域 

佐賀県（家保等） 1 0 1 1 0 0   

農業共済組合 1 0 0 1 0 0   

その他法人(産業動物） 0 0 0 0 1 0   

その他法人（小動物） 1 2 0 2 2 2   

個人開業施設（産業動物） 0 0 0 0 0 0   

個人開業施設（小動物） 1 2 0 3 3 2   

※診療を行っている全７６施設にアンケートを実施し、４４施設からの回答を集計 
 
２ 診療施設の整備に関する目標 

本県の産業動物分野における獣医療の提供は、中部地域及び西部地域（伊万里市
及び有田町を除く。）では、個人開業獣医師により、北部地域及び西部地域の伊万里
市及び有田町では、農業団体等の獣医師が主体となって行っており、その形態も往
診診療が主体となっている。 
したがって、診療施設、診療機器の整備にあたっては、個人開業獣医師における

整備が過剰な設備投資にならないよう配慮しながら、家畜保健衛生所、地域の農業
共済組合及び農業協同組合の家畜診療所の診療施設、診療機器の計画的な整備を図
り、産業動物獣医師が利用できる体制を促進する。 
また、公務員分野においては、家畜保健衛生所が地域の家畜保健衛生の中核的な

機関として、例えば病性鑑定用務について、家畜疾病の的確な診断が可能となるよ
う、最新機器や設備、施設の整備などを計画的に進めるとともに、農場ＨＡＣＣ
Ｐ、畜産ＧＡＰ等の普及が図られるよう、指導員等の資格を計画的に取得するよう
努める。 
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   さらに、飼養衛生管理等の確認・指導等の効率化を図るため、タブレット端末
等を配備し活用する。 
一方、小動物診療施設については、専門的かつ高度な獣医療の提供が求められ

ていることから、他の民間検査施設の利用等により、過剰な設備投資とならない
よう配慮しながら、必要な施設及び検査機器等について整備する。 
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第２ 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域 
診療施設の整備に関する目標及び獣医師の確保に関する目標を達成するために計

画的な取組が必要と見込まれる地域は、家畜保健衛生所の所管区分ごとに検討する
こととし、いずれの地域においても、診療施設の整備及び獣医師の確保を進める必
要性があることから、次のとおり県下全域とする。 
 
１ 計画的な取組が必要と見込まれる地域 
地域 市町名 

中部地域 
佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、
上峰町、みやき町 

北部地域 唐津市、玄海町 

西部地域 
武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、 
白石町、太良町 

 

第３ 獣医師の確保に関する目標 
１ 獣医師の確保目標 

令和12年度を目標年度とする産業動物診療獣医師及び公務員獣医師の確保目標
は、次のとおりとする。 

（単位：人） 

地域 
令和2年12月
現在の獣医
師数（A） 

令和12年度
における獣
医師の確保
目標（B） 

令和12年度
までに退
職・廃業が
想定される
獣医師数
（C） 

令和12年度
推定獣医師
数（A-C）
（D） 

令和12年度
までに確保
すべき獣医
師数（B-D）
（E） 

産業動物分野 ４３ ４５ ９  ３４ １１ 

 中部地域 １９ ２０ ６  １３ ７ 

北部地域 １３ １４ １  １２  ２ 

西部地域 １１ １１ ２  ９  ２ 

公務員分野 ９３ １０４ ２２ ７１ ３３ 

 農林水産部 ４４ ４９ １０ ３４ １５ 

健康福祉部他 ４９ ５５ １２ ３７ １８ 

※再任用を含めて試算。 
※産業動物分野については７５歳、公務員分野は、「都道府県における「獣医療を提
供する体制の整備を図るための計画」作成の指針について」（令和２年８月21日付
け２消安第2265農林水産省消費・安全局長通知）に基づき、定年は６０歳とし、令
和４年度以降、２年ごとに１歳ずつ引き上げて試算。 
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家畜の飼養頭羽数については、「佐賀県酪農・肉用牛生産近代化計画」におい
て、肉用牛については約９％、乳用牛は、約１６％の増加を見込んでいる。 
また、「佐賀県「食」と「農」の振興計画2019」において、豚及び鶏はほぼ横

ばいと見込んでいる。 
こうした中で、産業動物分野の獣医師については、年齢層の若返りを図るた

め、若干名の増員を計画する。 
なお、畜産農家は疾病の治療のみならず妊娠鑑定等の繁殖に係る獣医療を望ん

でいるが、地域によっては県内の産業動物分野の獣医師のみでは対応が困難であ
るため、県外の獣医師の協力を得ながら獣医療の充実を図る。 
また、公務員獣医師については、令和１２年度までに退職等に伴い２２名が減

少する見込みの中で、輸出対応型の高性能な食肉センターの施設整備に伴うと畜
検査員の増員や、HPAI等の家畜伝染病の発生により、飼養衛生管理基準の指導を
含む家畜伝染病予防法に係る業務に加え、家畜改良増殖法の改正に伴う農家指導
や農場HACCPに係る指導等、新たな業務が増加していることから、計画的に獣医師
の増員を行う。 

 

２ 獣医師の確保対策 
（１）獣医師を希望する学生の拡大と就業への誘導 
まず、中学生や高校生に向けては、獣医師の業務内容等を情報提供するなどし

て、獣医師を志す学生を増やす取組を行うとともに、特に高校生にあっては将来
こうした分野へ就業を希望する学生を対象に、佐賀県獣医学生修学資金貸付事業
の活用を周知する。 
また、獣医系大学の学生に向けては、家畜保健衛生所、農業共済組合家畜診療

所等での臨床実習、保健福祉事務所での公衆衛生及び動物愛護における啓発活動
等の体験を通じて業務内容の理解を深めるインターンシップを積極的に受け入れ
るとともに、必要に応じて、研修の参加に要する往復の交通費及び宿泊費につい
て助成を行う。公務員獣医師の業務内容の理解醸成に向けた獣医系大学を訪問
し、業務内容及び修学資金の紹介、職員採用案内等を行う。 
さらに、就業情報の発信にも努め、獣医系大学等関係機関に業務内容や採用案

内等を提供するとともに、県や県獣医師会のホームページ等で紹介する。また、
獣医系大学へ進学を希望する高校生に対しても修学資金に関する情報提供などを
行う。 
 

（２）魅力ある労働環境の整備 
産業動物分野、小動物分野及び公務員分野にかかわらず、近年では、新規獣医

師のうち約半数が女性であり、女性獣医師が増加していることや働き方改革に対応
する必要があることから、獣医師の過重労働を回避するよう努めるとともに、男女
ともに産休・育休が取得しやすく、長期にわたり育休等を取得していた女性が復職
しやすい環境の整備を推進する。また、定年退職後も就業意欲を有する獣医師が多
くいることから、様々な世代やライフステージの獣医師が活躍できる環境の整備を
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推進する。 
 

（３）公務員獣医師の待遇改善と勤務獣医師の再就職支援 
   公務員獣医師については、前述のとおり業務量の増加により、現行体制の人員
での業務が困難となってきていることから、獣医師の増員を行い、負担軽減を図
る。 
また、平成29年の初任給調整手当の改善が最後となっており、引き続き、他県

の状況を調査しながら、職責に見合った給与等の待遇改善策を検討していく。 
さらに、農業共済組合、家畜保健衛生所等の勤務獣医師退職者についても積極

的活用を図るため、県獣医師会等関係団体の協力を得ながら、再任用等の推進を
図るとともに診療等に必要な技術習得の機会を提供する。 
 

 

第４ 相互の機能及び業務の連携を行う施設の内容及びその方針 
獣医療関連施設については、効率的な診療体制の整備を図るため、農業共済組

合、農業協同組合及び家畜保健衛生所等が有する機能及び業務の有機的な連携を促
進する。 
 

１ 産業動物分野及び公務員分野 
（１）組織的な家畜防疫体制の確立 

家畜保健衛生所は、防疫活動の中心となり、民間の獣医師等との連携の下で家
畜伝染病及び不明疾病に対するサーベイランス体制を強化する。 
また、口蹄疫やHPAIなど家畜伝染病の発生予防のため、家畜保健衛生所を中心

とし、飼養衛生管理指導等指針及び佐賀県飼養衛生管理指導計画に基づき畜産農
家における飼養衛生管理基準の遵守状況の確認・指導等を行い、その結果を市町
や関係団体と共有し、平時における家畜の伝染性疾病に対する防疫体制を整備す
る。 
また、万一、口蹄疫やHPAI等が発生した場合に備え、家畜防疫員を確保するた

め、県の公衆衛生分野獣医師の家畜防疫員としての応援体制や民間の獣医師等の
家畜防疫活動への支援体制を構築し、診療施設間の連絡・応援体制、発生都道府
県への家畜防疫員等の支援体制について、各地域における獣医師や関係団体等と
の連携の下で整備を図る。 
これらにより、家畜保健衛生所と民間獣医師等が一体となった家畜防疫体制を

整備するため、県域及び各地域における家畜防疫に関する会議や家畜防疫演習等
を通じた連携強化を図る。 
なお、地域によっては県内の産業動物分野の獣医師のみでは対応困難であるた

め、県外の獣医師の協力を得ながら、畜産農家の負託に応えられる本県獣医療体
制を確保する。 
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（２）診療施設・診療機器の効率的利用 
産業動物に係る効率的な診療体制を整備するため、獣医療に関連する施設が有

する機能及び業務の有機的な連携を推進する。個人開業獣医師による整備が困難
と考えられる一部の検体成分自動分析機器及び感染症免疫診断機器等は家畜保健
衛生所がその利用に配慮する。 
また、タブレット端末等を活用し、家畜保健衛生所における飼養衛生管理基準

の遵守状況等の確認・指導等及び家畜伝染病の発生を疑う場合に迅速な情報共有
を図る。 

 
（３）獣医療情報の提供システムの整備 

診療施設相互の機能が円滑に発揮されるよう、地域の中核機関である家畜保健
衛生所の技術検討会及び農業共済組合の定例会等を活用し、個人開業獣医師、農
業共済組合、家畜保健衛生所等が相互に情報を交換する場を確保するとともに、
牛、豚及び鶏経営における集団管理衛生に適切に対処するため、家畜保健衛生所
の各種検査成績のほか、県食肉衛生検査所の食肉衛生検査成績等の活用を促す。 

 
（４）衛生検査機関との業務の連携 

飼養規模の拡大した畜産経営における集団管理衛生技術においては、環境衛
生、飼養衛生、血清診断等総合的かつ高度な専門技術を必要とするが、このう
ち、特殊な機器や施設を必要とする技術については家畜保健衛生所、民間検査機
関等を活用する等衛生検査機関との業務の連携を促進する。 

 
２ 小動物診療におけるチーム獣医療提供体制の強化 
（１）愛玩動物看護師法が適切に運用されるよう、獣医師会等が中心となり、獣医

師が行う診療と愛玩動物看護師が獣医師の指示のもとに行う採血等の診療の補
助、いわゆるチーム獣医療の提供体制に関する環境の整備を推進する。また、
愛玩動物看護師が獣医師の指示の下に行う診療の補助が適切に行われるよう、
法令の規定及び必要となる留意点について、獣医師会等が中心となり県と連携
しながら周知を図る。 

 
（２）愛玩動物看護師の役割について、獣医療関係者のみならず、飼育動物の飼 

育者に対し、理解の醸成を図る環境の整備を推進する。 
 
（３）高度かつ多様な診療技術を提供していくため、獣医師会等が進める診療施設

の専門化及び一次診療施設と二次診療施設の連携・協力の確保等に関する合意
形成を促進し、地域獣医療のネットワーク体制の整備を推進する。 
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第５ 診療上必要な技術の研修の実施その他の獣医療に関する技術の 

向上に関する事項 
 

１ 臨床研修 
（１）産業動物分野 
新規獣医師については、臨床現場における実践的獣医療技術の習得、適切なイ

ンフォームドコンセントの実施等家畜飼育者とのコミュニケーション能力の向上
並びに獣医療、家畜衛生、公衆衛生等の法令及び食品の安全性、人獣共通感染症
や薬剤耐性対策等に関する知識・技術の修得を図るため、獣医師会等関係団体と
の連携を促進しつつ、新規獣医師のうち診療分野に就業する者を対象とする臨床
研修への参加を促進する。 

 
（２）公務員分野 
①新規獣医師については、家畜衛生、公衆衛生、動物愛護・福祉等の行政に携わ
っていく上で必要な知識・技術及び畜産関連産業等の知識・経験の修得を目的
とした、国等が実施する技術研修、講習会等への参加を促進する。 

②家畜衛生分野においては、口蹄疫やHPAI等影響が大きい家畜伝染病の発生を想
定して、県、市町村、関係団体、民間獣医師等が一体となった連絡体制、防疫
体制を整備するため、防疫演習等を実施する。また、関係者を対象として、飼
養衛生管理基準の指導等のための研修を開催する。 

③狂犬病や鳥インフルエンザなどの人獣共通感染症の防疫・衛生対策のため、健
康福祉部と農林水産部相互の技術・知識の習得を図る。 

 
 （３）小動物分野 

① 新規獣医師等が、実践的な診療技術の修得、飼育者とのコミュニケーション
能力の向上、獣医療に関する法令に対する理解の醸成等を図る機会を確保す
る。 

② 小動物臨床獣医師が、高度な診療機器を使用した診療技術や最新の効率的な
診断･治療技術の修得を図る機会を確保する。 

③ 獣医師の社会的役割に関する意識を醸成したり、小動物分野における必要な
能力や技能の理解を深めたりする観点から、獣医系大学の学生に対して、小動
物の診療業務に関する認識の深化を促す機会を確保する。 

 
２ 高度研修 
（１）産業動物分野 
国や獣医師会等が開催する研修、協議会、学会等への積極的な参加を誘導し、

集団管理衛生技術、高度診療機器による診断・治療技術等の修得を図る。 
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（２）公務員分野 
県は、国、中央団体等において開催される講習会への参加を誘導し、指導者と

して地域の獣医師への技術指導等を計画的に行い、地域獣医療の技術向上を推進
する。 

 
（３）小動物分野 
県獣医師会等は、専門性の高い獣医療技術の修得を目的として実施される技術

研修や、獣医師会等が開催する学会、研修会、講習会等への参加を促進する。 
 

３ 地域の実情に応じた研修  
（１）中部地域には競馬場があり、競走馬の診療を行う獣医師の養成を推進する。 
 
（２）水産養殖業の分野においては、地域の水産養殖業者のニーズに合わせて、水

産振興センターと連携して獣医師の養成を推進する。 
  
４ 生涯研修等 
（１）臨床獣医師が日進月歩する獣医療技術及び越境性動物疾病、新興・再興感染

症等に関する知識・技術を適時適切に取り入れることにより社会的ニーズに対
応した獣医療を提供していくため、国や獣医師会等が開催する研修会等への参
加や関連する教材等の利用を促進する。 

 
（２）研修施設への移動が困難な地域等に勤務する獣医師についても、情報通信 

機器等を活用した教材の利用による研修（オンライン研修等）の促進を図る。 
 
（３）離職・休職中の獣医師に対しても技術研修への参加を促進する。 
 
（４）生涯研修や高度研修を基礎とした臨床獣医師の技術向上について、診療分 

野別のニーズに合わせ推進する。 
 
（５）国等が進める「One Health」の考え方に基づく学術研究などにおいて、有用
な成果が得られたものに関しては、適宜、情報提供に努める。 

 
 

第６ その他獣医療を提供する体制の整備に関し必要な事項 

１ 飼育者への衛生知識の啓発・普及等 
（１）産業動物分野及び公務員分野 
家畜の健康維持、増進を図るためには、家畜飼育者が衛生管理を適切に実施す

ることが重要であり、県や県畜産協会等は、自衛防疫活動の強化をはじめとし
て、家畜衛生関係の事業等を通じて、家畜飼育者に対する家畜衛生や食品の安全
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性の向上に関する知識・技術の一層の啓発、普及に努める。 
また、農場ＨＡＣＣＰや畜産ＧＡＰに取り組む農家の支援を行う。 

 
（２）小動物分野 

   ①小動物の飼育者に対する人獣共通感染症対策の観点からの保健衛生指導の充
実を推進する。また、小動物分野の獣医療に対する監視指導体制の整備及び
獣医療に関する相談窓口の明確化を図る。 

   ②小動物診療の現場における薬剤耐性対策への取組に当たっては、獣医療関係
者とともに小動物の飼育者の理解も不可欠であることから、獣医師会等を中
心として、抗菌剤等の適正使用・慎重使用を推進するとともに、薬剤耐性対
策の取組の重要性について、普及・啓発を図る。 

   ③飼育者が獣医療の内容やその費用について理解した上で安心して獣医療を受
けられるよう、獣医師の飼育者に対するインフォームドコンセントの徹底に
ついて啓発を図る。 

 
２ 広報活動の充実 
（１）飼育動物に対する救急疾病への適切な対応が要請されることから、夜間、休

日における診療体制の整備について、関係者間の合意形成を促進するため、関
係者からの意見聴取、検討会の開催等を行うとともに、夜間、休日に診療を提
供する診療施設に関して、県獣医師会及び市町の広報、ホームページ等を活用
した広報活動を推進する。 
また、学校飼育動物の保健衛生指導や野生動物の保護・救済等により社会 

貢献の充実を推進する。 
 
（２）産業動物分野では、自衛防疫団体及び県獣医師会等の発行する広報等、小動

物分野では、県獣医師会等によるパンフレット及びホームページ等の活用を推
進し、家畜飼育者に対する衛生知識の啓発、普及に努める。 

 

（３）診療施設の整備に係る融資の活用 
  本計画に基づき診療施設の整備を要望する者がいる場合、獣医療法第15条の 
規定に基づき、株式会社日本政策金融公庫が実施する農林漁業施設資金の融資に
ついて周知し、活用を図る。 
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